
昭
和
四
十
八
年
法
務
省
令
第
二
十
二
号

保
護
区
及
び
保
護
区
ご
と
の
保
護
司
の
定
数
に
関
す
る
規
則

保
護
司
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
護
区
及
び
保
護
区
ご
と
の
保

護
司
の
定
数
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
こ
の
規
則
の
趣
旨
）

第
一
条
　
保
護
司
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
保
護
区
及
び
保
護
区
ご
と
の
保
護
司
の
定
数

に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
二
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
務
大
臣
の
権
限
は
、
法
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
保
護
区
の
区
域

を
管
轄
す
る
地
方
更
生
保
護
委
員
会
（
以
下
「
地
方
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
委
任
す
る
。

一
　
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
区
を
定
め
る
権
限

二
　
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
区
ご
と
の
保
護
司
の
定
数
を
定
め
る
権
限

（
保
護
区
の
区
域
）

第
三
条
　
保
護
区
の
区
域
は
、
特
別
の
事
情
が
な
い
か
ぎ
り
、
一
又
は
二
以
上
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の

区
域
を
も
つ
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
都
市
の
区
又
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
都
市
の
総
合
区
は
、
市
と
み
な
す
。

（
地
方
委
員
会
ご
と
の
保
護
司
の
定
数
）

第
四
条
　
地
方
委
員
会
は
、
保
護
区
ご
と
の
保
護
司
の
定
数
を
定
め
る
に
あ
た
つ
て
は
、
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
地
方

委
員
会
ご
と
に
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
保
護
司
の
定
数
を
こ
え
な
い
も
の
と
す
る
。

２
　
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
地
方
委
員
会
は
、
別
表
下
欄
に
掲
げ
る
保
護
司
の
定
数
を
変
更
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
認

め
る
と
き
は
、
法
務
大
臣
に
対
し
、
書
面
を
も
つ
て
そ
の
旨
を
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。

（
保
護
観
察
所
の
長
の
申
出
）

第
五
条
　
保
護
観
察
所
の
長
は
、
そ
の
管
轄
区
域
内
の
保
護
区
又
は
保
護
区
ご
と
の
保
護
司
の
定
数
を
変
更
す
る
必

要
が
生
じ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
委
員
会
に
対
し
、
書
面
を
も
つ
て
そ
の
旨
を
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
委
員
会
の
決
定
）

第
六
条
　
地
方
委
員
会
は
、
前
条
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
保
護
区
又
は
保
護
区
ご
と
の
保
護
司
の
定
数
を
変

更
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
地
方
委
員
会
は
、
前
条
の
申
出
が
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
決

定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
保
護
区
の
区
域
を
管
轄
す
る
保
護
観
察
所
の
長
の
意
見
を
聞

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
決
定
の
通
知
）

第
七
条
　
地
方
委
員
会
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
保
護
区
の
区
域
を
管
轄
す
る
保
護
観

察
所
の
長
に
対
し
、
書
面
を
も
つ
て
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
）

第
八
条
　
地
方
委
員
会
は
、
毎
年
一
月
に
、
法
務
大
臣
に
対
し
、
前
年
に
お
け
る
そ
の
管
轄
区
域
内
の
保
護
区
及
び

保
護
区
ご
と
の
保
護
司
の
定
数
の
変
更
の
状
況
を
書
面
を
も
つ
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
地
方
委
員
会
が
保
護
区
及
び
保
護
区
ご
と
の
保
護
司
の
定
数
を
定
め
る
た
め
に
必
要
な

行
為
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
お
い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
八
日
法
務
省
令
第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
法
務
省
令
第
四
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
、
管
轄
区
域
内
に
現
に
置
か
れ
て
い
る
保
護
司
の
数
が
、
別
表
に
定
め
た
定

数
を
超
え
る
地
方
委
員
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
五
年
以
内
に
、
保
護
司
の
数
を
同
定
数
の

範
囲
内
に
是
正
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
一
月
八
日
法
務
省
令
第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
四
月
一
日
法
務
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
表

地
方
委
員
会

保
護
司
の
定
数

北
海
道
地
方
更
生
保
護
委
員
会

三
、
五
六
〇

東
北
地
方
更
生
保
護
委
員
会

四
、
四
九
五

関
東
地
方
更
生
保
護
委
員
会

一
六
、
二
八
五

中
部
地
方
更
生
保
護
委
員
会

五
、
五
三
五

近
畿
地
方
更
生
保
護
委
員
会

八
、
五
六
五

中
国
地
方
更
生
保
護
委
員
会

四
、
一
三
〇

四
国
地
方
更
生
保
護
委
員
会

二
、
五
〇
〇

九
州
地
方
更
生
保
護
委
員
会

七
、
四
三
〇

1


